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●5年3月に「せたがや禁煙成功体験記」を発行しました　禁煙に挑戦しているが達成できていない方、また、これから挑戦したい方、ご自身に合った方法を見つけてみませんか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 備 区のホームページからご覧になれます。　問 世田谷保健所健康企画課 ☎5432-2354 FAX 5432-3022 区HP 157853

介護タクシーの利用料を一部補助します

1区の借上げ車両の利用
　車いすやストレッチャーに対応した区の借上げ
車両を、メーター運賃のみで利用できます（補助
券等不要）。※ストレッチャー使用者の予約優先。
担当＝障害者地域生活課
問 介護タクシーと旅をサポートする会
☎・FAX3916-8150
2補助券等の利用

交付枚数／月2枚（年間最大24枚）※要事前申請。
問 障害者地域生活課
☎5432-2422 FAX5432-3021

対 外出時に常時車いすを使用している、または
ストレッチャーを使用することがある区内在住の
方で次のいずれかに該当する方①身体障害者
手帳（下肢、体幹、内部、平衡または脳性まひ
による運動機能障害1～3級、視覚障害1・2級）
②愛の手帳1・2度③介護保険要介護認定3～5
申請に必要なもの／身体障害者手帳、愛の手
帳または要介護度がわかるもの

中等度難聴児発達支援事業をご利用ください
　補装具給付の対象とならない中等度難聴児
に、補聴器の購入費用を助成します。
対 次の全てに該当する方①区内在住の18歳未
満の児童②身体障害者手帳（聴覚障害）交付の
対象となる聴力ではない③両耳の聴力レベルが
おおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用
により、言語の習得等に一定の効果が期待でき
ると医師の判断がある
支給台数／原則1台
自己負担額／購入費用の1割（生活保護・区民
税非課税世帯は無料）
問 総合支所保健福祉課（世田谷☎5432-2865 
FAX5432-3049、北沢☎6804-8727 FAX6804-
8813、玉川☎3702-2092 FAX5707-2661、砧
☎3482-8198 FAX3482-1796、烏山☎3326-
6115 FAX3326-6154）

インボイス制度説明会

担当＝政策企画課
備 事前予約制。上記以外にも登録要否を検討し
ている免税事業者向けに、個別相談会も実施し
ています。詳しくは、ホームページ（HP https://
www.nta.go.jp/）をご覧ください。

若者育成プロジェクト「TRPせたがや」
中高生支援ボランティア育成研修
内容／ワークショップやボランティア活動を通し、コミュ
ニケーションスキルや自己肯定感・自己有用感を高め、
中高生のロールモデルとなるための人材育成研修
対 高校3年生世代～25歳（社会人も可）
日 6月24日㈯～8月25日㈮（全5日）
※初回＝6月24日㈯午後2時～6時30分。
場 青少年交流センター、川崎市内野外活動場ほか
講 青少年交流センター長ほか
備 研修修了後、中高生支援をするボランティア
活動を紹介します。詳しくは、区のホームページ
をご覧ください。
申6月4日までに、 オンライン手続き　選考20人
問 子ども・若者支援課
☎5432-2585 FAX5432-3050
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ケア健診
対 区内在住で次のいずれかに該当する外出が困
難な方①介護保険要介護認定1 ～ 5②身体障害
者手帳1・2級③愛の手帳1・2度④その他①～
③に準ずる方
受診期限／6年3月31日
申電話、ファクシミリまたはハガキ（記入例3面。
要介護区分等、外出が困難な理由、生年月日
も明記）で世田谷保健所健康推進課（☎5432-
2442 FAX5432-3102）へ

区民健康診断
内容／問診・計測・診察・血圧測定・尿検査・
血液検査、食事診断等（診断書は発行できません）
対 6年3月31日現在16歳以上39歳以下の区民
で、勤務先等で健康診断を受ける機会のない方

（年度内1回限り）
費 500円
申電話で総合支所健康づくり課（世田谷☎5432-
2893 FAX5432-3074、 北 沢 ☎6804-9355 FAX

6804-9044、 玉 川 ☎3702-1948 FAX3705-
9203、砧☎3483-3161 FAX3483-3167、烏山☎
3308-8228 FAX3308-3036）へ　先着40人程度

難病の無料検診と相談
内容／専門医による診察と医療相談員等による
生活・保健相談
対 パーキンソン病、筋
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性側索硬化症、多発
性硬化症等の病気やその心配のある方
日 6月19日㈪午後1時30分～2時30分
場 世田谷区医師会（保健医療福祉総合プラザ内）
担当＝世田谷保健所感染症対策課
申 6月12日までに、電話またはファクシミリ(記
入例3面)で世田谷区医師会（☎6704-9111  FAX

6701-7780）へ　先着5人

区内中小企業の事業主の皆さんへ
～セラ・サービスのご案内
内容／福利厚生サービス（定期健康診断補助、
資格試験受験料補助・宿泊補助、給付金等）
対 区内中小企業（事業所単位で加入）の従業員
と事業主
費 入会金1人500円、月会費1人600円（30人以
上加入で500円）
備 詳しくは、ホームページ（右記二
次元コード）をご覧いただくか、お
問い合わせください。
問（公財）世田谷区産業振興公社
☎3411-6655 FAX3412-2340

保育課から

1世田谷区私立保育園就職フェア!
日 6月18日㈰午後1時～4時30分
場 三茶しゃれなあどホール
申 申込みフォーム（右記二次元コー
ド）から世田谷区民間保育園連盟

（☎5433-1311（平日午前9時30分
～午後6時））へ
2就職相談会
日 6月18日㈰午後0時30分～5時
場 新宿LUMINE0（渋谷区千駄ヶ谷5-24-55）
備 申込方法等詳しくは、 ホームページ（ HP

https://hitoshia-hoiku.com/fairs/30） を ご
覧ください。

対 保育士・保育補助として保育園でのお仕事
をお考えの方
問 保育課
☎5432-2320 FAX5432-3018

世田谷で働こう！ 若年者就職応援プログ
ラム合同企業説明会
対 区内企業への正社員就職を希望する、6年3月
31日時点で40歳未満の方（就職活動中の学生、
転職活動やアルバイト中の方も可）
日 5月25日㈭・26日㈮いずれも正午～午後5時
場 世田谷産業プラザ
備 詳しくは、ホームページ（右記二
次元コード）をご覧いただくか、お
問い合わせください。
担当＝工業・ものづくり・雇用促進課
問 世田谷で働こう！事務局
☎6734-1303 FAX6740-7940

建設業の人材育成にかかる経費の一部
を補助します
対 区内で建設業を営む中小企業や団体
補助内容／事業承継や後継者育成、技術力の向
上を図ることを目的とした次の費用の一部
①研修会や講習会に係る経費
②国家資格を取得した際の受験手数料
備 詳しくは、区のホームページをご覧ください。
問 工業・ものづくり・雇用促進課
☎3411-6662 FAX3411-6635

女性のための働き方サポート相談
対 働き方やキャリアについて考えたい女性
日 毎月第1・3火曜（7・9月は第4火曜）、第2・
4土曜午前10時～午後1時、午後2時～4時
場 男女共同参画センターらぷらすまたは電話相談
講 女性キャリアコンサルタント、産業カウンセラー
備 保育可（2週間前までに要予約）。
申 相談希望日の前月1日から、電話、ファクシ
ミリ（記入例3面）またはホームページからメー
ルで男女共同参画センターらぷらす（☎6450-
8510 FAX6450-8511 HP http://www.laplace-
setagaya.net/）へ

再就職をめざす女性のための職業訓練
（Word・Excel基礎科）

対 結婚・出産・介護等で離職し、ハローワーク
で求職登録をしている方
日 6月19日㈪～23日㈮いずれも午前10時～午
後3時（全5回）
場 三茶おしごとカフェ
費 2200円（テキスト代）
備 保育あり。申込先等詳しくは、ホームページ（下
記二次元コード）をご覧ください。
担当＝（公財）世田谷区産業振興公社
申 5月26日（必着）までに、申込書（ホームペー
ジにあり）を郵送　抽選10人
問 都産業労働局能力開発課
☎5320-4705
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税　金

仕事・産業

子ども・若者

健康・衛生

6面へつづく【仕事・産業】

名称 内容

予約料・迎車料
補助券

区と契約している民間の介
護タクシーを利用した際に
使用できる券を交付

ストレッチャー料
免除券

区と契約している民間の介
護タクシーを利用した際に
使用できる券を交付（ストレ
ッチャー使用者のみ対象）

対象
地域 内容 日時 会場・

問合せ先

世田谷
税務署
管内

免税
事業者
向け

6月21日㈬
午前10時～11時、
午後1時～2時 世田谷税務署

（若林4-22-13）
☎6758-6900課税

事業者
向け

6月21日㈬
午後3時～4時

北沢
税務署
管内

免税
事業者
向け

6月6日㈫
午前10時～11時、
午後2時～3時 北沢税務署

（松原6-13-10）
☎3322-3271課税

事業者
向け

6月1日㈭
午後3時～3時40分

玉川
税務署
管内

免税
事業者
向け

6月7日㈬
午後1時30分～
2時30分 玉川税務署

(玉川2-1-7)
☎3700-4131課税

事業者
向け

6月9日㈮
午後3時～3時40分


